
令和７年度 東京都再犯防止推進協議会実務者会議（第１~２回） 結果概要

第１回

令和７年
11月12日
開催

協議事項 薬物依存を有する者への支援等

講演

・ ダルクの基本プログラムと現状
 特定非営利活動法人 東京ダルク

・ 薬物事犯の再犯防止に関する取組について
 東京都保健医療局健康安全部薬務課

第２回

令和７年
12月12日
開催

協議事項 少年・若年者に対する可塑性に注目した指導等

講演
・ 少年・若年者指導における協力雇用主の取組と支援の課題

 株式会社 拓実建設
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特定非営利活動法人 東京ダルク令和７年度第１回再犯防止推進協議会実務者会議（令和７年11月12日）

『ダルクの基本プログラムと現状』
特定非営利活動法人 東京ダルク
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特定非営利活動法人 東京ダルク令和７年度第１回再犯防止推進協議会実務者会議（令和７年11月12日）
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特定非営利活動法人 東京ダルク令和７年度第１回再犯防止推進協議会実務者会議（令和７年11月12日）
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特定非営利活動法人 東京ダルク令和７年度第１回再犯防止推進協議会実務者会議（令和７年11月12日）
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特定非営利活動法人 東京ダルク令和７年度第１回再犯防止推進協議会実務者会議（令和７年11月12日）
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特定非営利活動法人 東京ダルク令和７年度第１回再犯防止推進協議会実務者会議（令和７年11月12日）



令和７年度 第１回 東京都再犯防止推進協議会実務者会議 主な意見
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協議事項 主な意見

【屋宮委員/弁護士】

⇒【山口講師／東京ダルク】

【伊藤委員/学識経験者】

⇒【山口講師/東京ダルク】

【渡邊委員/中野区】

⇒【山口講師/東京ダルク】

・再犯防止と本人の主体性について、どう考えるか。

⇒・薬物事犯者本人の主体性を重視し、その人自身が、将来薬物を使用

しないという意思を持つことが必須である。

・東京ダルクへの運営資金はどのように出ているのか。

⇒障害福祉サービスのうち、生活訓練と生活介護を利用している。ただ

し、生活訓練の利用は原則２年間という縛りがあるが、依存症が２年良

くなるかは微妙なところであり、多くの方が利用期間終了後も自費で

通っている。そこは今後の課題である。

・薬物依存に関する地域の理解についてどう感じるか。

⇒就労先にも、依存や回復施設に通っていたことは隠していた。回復期

間やダルクにいる期間を履歴書にどう書くべきかはよく相談を受ける。

薬物に関する地域理解については、まだまだ厳しいのが現状である。
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東京都保健医療局健康安全部薬務課令和７年度第１回再犯防止推進協議会実務者会議（令和７年11月12日）

『薬物事犯の再犯防止に関する取組について』 東京都保健医療局健康安全部薬務課
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東京都保健医療局健康安全部薬務課令和７年度第１回再犯防止推進協議会実務者会議（令和７年11月12日）
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東京都保健医療局健康安全部薬務課令和７年度第１回再犯防止推進協議会実務者会議（令和７年11月12日）
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東京都保健医療局健康安全部薬務課令和７年度第１回再犯防止推進協議会実務者会議（令和７年11月12日）
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東京都保健医療局健康安全部薬務課令和７年度第１回再犯防止推進協議会実務者会議（令和７年11月12日）



14

東京都保健医療局健康安全部薬務課令和７年度第１回再犯防止推進協議会実務者会議（令和７年11月12日）
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東京都保健医療局健康安全部薬務課令和７年度第１回再犯防止推進協議会実務者会議（令和７年11月12日）



令和７年度 第１回 東京都再犯防止推進協議会実務者会議 主な意見
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協議事項 主な意見

【渡邊委員/中野区】

⇒【町田課長/東京都薬務課】

【伊藤委員/学識経験者】

⇒【町田課長/東京都薬務課】

【竹俣委員/法務省

東京保護観察所】

⇒【町田課長/東京都薬務課】

・チャットボットについて、どの項目にアクセスが多いか。

⇒一番最初に出るページや「オーバードーズって何？」等総論的なも

のは接触が多い。

・若年層を対象とした啓発活動は有益である。授業事例集はどのよう

に活用しているのか。

⇒薬物乱用防止教室の講師を務めるような方に配布している。東京都

では薬物乱用防止教室の講師派遣制度があり、実施希望があれば、啓

発資材の貸出や講師派遣を無料で行い、学校や地域における薬物乱用

防止教室の実施を後押しする体制を取っている。

・日本語の理解が十分ではない外国人等への対応・支援等について

⇒各機関が適宜取り組んでいると思うが、東京都では啓発動画につい

て、英語版も公開している。
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株式会社 拓実建設令和７年度第２回再犯防止推進協議会実務者会議（令和７年12月12日）

『少年・若年者指導における協力雇用主の取組と支援の課題』
株式会社 拓実建設
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株式会社拓実建設令和７年度第２回再犯防止推進協議会実務者会議（令和７年12月12日）
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株式会社拓実建設令和７年度第２回再犯防止推進協議会実務者会議（令和７年12月12日）
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株式会社拓実建設令和７年度第２回再犯防止推進協議会実務者会議（令和７年12月12日）
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株式会社拓実建設令和７年度第２回再犯防止推進協議会実務者会議（令和７年12月12日）



雇用した少年の事例
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株式会社拓実建設令和７年度第２回再犯防止推進協議会実務者会議（令和７年12月12日）

• 対象者概要：
昨年に少年院出院、1年4か月定着

• 家庭との繋がり：
祖母・母親との関係修復と定期連絡体制を構築

• 生活習慣指導：

遅刻などの課題に対し、継続指導を実施
• 社内の繋がり：
社内交流で帰属意識と意欲を高める

• 指導体制：

組織で対応することで生活基盤を安定、
長期定着を実現



少年・若年者指導における課題
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株式会社拓実建設令和７年度第２回再犯防止推進協議会実務者会議（令和７年12月12日）

・個別状況に応じた支援

・関係機関との連携

・信頼関係構築とコミュニケーション

・将来目標設定による動機付け



今後の展望、行政への要望

24

株式会社拓実建設令和７年度第２回再犯防止推進協議会実務者会議（令和７年12月12日）

•在院中・在所中の就労確保

•企業への定着支援

•民間企業の心理的障壁を下げるための広報・啓発



令和７年度 第２回 東京都再犯防止推進協議会実務者会議 主な意見
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協議事項 主な意見

【山野井委員/八王子市】

⇒【柿島講師/拓実建設】

【清水委員/法務省

関東矯正管区】

⇒【柿島講師/拓実建設】

【湯地委員/厚生労働省

東京労働局】

⇒【柿島講師/拓実建設】

・職場に定着してもらうための工夫について。

⇒親・親族等の身内を巻き込むことが大事。身内が適切でなければ本人

が育った養護施設等に連れて行く。周囲の人よりも、身内が認めてくる

ことのほうが、本人のモチベーションや自信につながると考える。

・出所者・出院者の雇用に係るイメージアップについて、引き続き取り

組んでいきたい。刑務所等における支援に期待するものは何か。

⇒早期の就労支援の開始が受刑者の心情安定につながると考える。また、

就労支援の開始時期が刑務所ごとに異なるので、早期開始・時期統一等

をモデル的に導入し、全国に展開することも役割の一つではないか。

・出所者雇用のイメージアップについて、民間企業へはどのようなアプ

ローチが効果的だと考えるか。

⇒現場でトラブルを起こしたり、労務関係のトラブルを懸念している企

業が多いので、よくあるトラブルの対応事例を作成し、リーフレット等

に掲載することでハードルが下がるのではないか。
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